
 

 

 

廃止規約 【CoDenモール利用規約】 

 

「CoDenモール利用規約」の廃止  

平成20年3月31日 

 

 

CoDenモール利用規約は、廃止します。  

附則  

(実施期日)  

第１条  この規約は、平成20年3月31日から実施します。 

 

（損害賠償に関する経過措置）  

第２条  この規約実施前に、旧規約の規定によりその事由が生じたCoDenモールサービスに

関する損害賠償の取扱いについては、この規約実施の日において、なお従前のとおり

とします。  

 

 

（2008年3月26日 NS700732号） 

 
 

 

 


